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公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク

ああわわ～～ずず徳徳島島  行行

事業所名

事業所番号

会員氏名

会員番号

但し　とくとく券利用分として

単 価

400

※※フファァミミササポポととくくととくく券券・・報報告告書書をを添添ええててごご請請求求くくだだささいい。。
※※事事業業所所指指定定登登録録口口座座へへ振振りり込込みみととななりりまますす。。

援助活動の報告
(依頼会員用)　(コピー可)

金　額

とくとく券

合　　　計

2026.04

フファァミミササポポ　　ととくくととくく券券　　請請求求書書

　年　 　月　 　日

摘　　要

所属
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ

ｾﾝﾀｰ

　請求金額

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ
会員番号

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ
会員名

枚 数
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☆ ファミリー・サポート・センター（基本的なサポートの流れ）
①　まず、ファミリー・サポート・センターの会員になっていただきます。

　　　　　　　　　　　　↓

②　援助を受けたい会員は、アドバイザーに電話します。

　　　　　　　　　　　　↓

③　ドバイザーが提供会員をコーディネイトし、依頼会員を紹介します。

　　　　　　　　　　　　↓

④　依頼会員と提供会員は、事前打合せをします。

　　　　　　　　　　　　↓

⑤　ペア成立

　　　　　　　　　　　　↓

⑥　提供会員による援助活動

　　　　　　　　　　　　↓

⑦　活動終了後、依頼会員は提供会員に報酬を支払います。提供会員は活動報告書を依頼会員に渡します。

☆ あわーず徳島（ファミリー・サポート・センター利用助成の流れ）
①　あわーず徳島の会員及び同居の家族のお子様が、「提供会員による援助活動」を受けた場合。

　　　　　　　　　　　　↓

②　活動終了後、提供会員に報酬を全額支払ってください。

　　　　　　　　　　　　↓

③－１　提供会員から渡される「活動報告書」

③－２　あわーず徳島発行の「ファミサポとくとく券」

③－３　ファミサポとくとく券請求書（あわーず徳島・ファミリー・サポート・センターの事務所に備付）

　　　　　　　　　　　　↓

④　③－１、③－2、③－3を　あわーず徳島　までご郵送ください。

　　（複数枚ご利用の場合は、まとめて有効期限より1ヶ月以内にお願いいたします）

　　　　　　　　　　　　↓

⑤「とくとく券」1枚につき、400円を事業所指定登録口座にお振込いたします。

　（1時間の活動につき、「とくとく券」の利用助成は1枚です。）
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【【ススタタンンダダーードド・・メメデデイイカカルル会会員員用用】】  

イインンフフルルエエンンザザ予予防防接接種種補補助助請請求求方方法法  
   

■ 補補助助額額 11,,000000 円円  年度内（4月～3月）の間に 1回 

  補助金は入会登録日以降に発生した事由について適用されます。 

 

■■  請請求求方方法法（60 日以内に以下の手続きによりご請求ください） 

補助金請求書に必要事項を記入し、インフルエンザ予防接種の領収書を添えてあわ～ず徳島 

までご送付ください。 

※ 領収書（コピー可）は、金額・会員本人の氏名・接種日が明記されているもの。 

※ 団体受診の場合は、領収書の他、病院からの請求書等、接種者別明細も必要。 

 

■■  支支給給  

  請求書類を審査決定後、支給決定額を事業所指定登録口座にお振込いたします。 

  （2ヶ月に 1度） 

  奇数月の末日到着までの分については翌月 25 日にお振込いたします。 

 

 

ママララソソンン大大会会参参加加補補助助請請求求方方法法  
   

■ 補補助助額額 33,,000000 円円  年度内（4月～3月）の間に 1回 

  補助金は入会登録日以降に発生した事由について適用されます。 

 

■ 対対象象ママララソソンン 

 （県内のマラソン大会で、フルマラソン・ハーフマラソンに限定） 

 

■■  請請求求方方法法（60 日以内に以下の手続きによりご請求ください） 

補助金請求書に必要事項を記入し、大会への参加がわかるもの（完走証またはゼッケンＮｏ）

を添付してあわ～ず徳島までご送付ください。 

※ 完走証・ゼッケンＮｏのコピーは会員本人の氏名が明記されているもの。 

とくしまマラソンは、大会後に専用サイトから記録証が印刷できます。 

 

■■  支支給給  

  請求書類を審査決定後、支給決定額を事業所指定登録口座にお振込いたします。 

  （2ヶ月に 1度） 

  奇数月の末日到着までの分については翌月 25 日にお振込いたします。 
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【【ススタタンンダダーードド・・メメデデイイカカルル会会員員用用】】  
 

宿宿泊泊補補助助請請求求方方法法  
 

■ 補補助助額額 33,,000000 円円  年度内（4月～3月）の間に 1回 

  補助金は入会登録日以降に発生した事由について適用されます。 

 

■■  請請求求方方法法（60 日以内に以下の手続きによりご請求ください） 

補助金請求書に必要事項を記入し、領収書を添えてあわ～ず徳島までご送付ください。 

※ 領収書（コピー可）は、金額・会員本人の氏名・宿泊日が明記されているもの。 

※ パックツアーの場合は、旅程表の写し、団体で宿泊の場合は、領収書の他、宿泊者の氏名
がわかるもの。 

 

■■  支支給給  

  請求書類を審査決定後、支給決定額を事業所指定登録口座にお振込いたします。 

  （2ヶ月に 1度） 

  奇数月の末日到着までの分については翌月 25 日にお振込いたします。 

 

 

 

 

資資格格取取得得等等ススキキルルアアッッププ・・ススポポーーツツ教教室室利利用用補補助助請請求求方方法法  

 

■ 補補助助額額 22,,000000 円円  年度内（4月～3月）の間に 1回 

  補助金は入会登録日以降に発生した事由について適用されます。 

 

■■  請請求求方方法法（60 日以内に以下の手続きによりご請求ください） 

補助金請求書に必要事項を記入し、領収書を添えてあわ～ず徳島までご送付ください。 

※ 領収書（コピー可）は、金額・会員本人の氏名・受講日・利用内容が明記されているもの。 

 

■■  支支給給  

  請求書類を審査決定後、支給決定額を事業所指定登録口座にお振込いたします。 

  （2ヶ月に 1度） 

  奇数月の末日到着までの分については翌月 25 日にお振込いたします。 
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【【ススタタンンダダーードド・・メメデディィカカルル会会員員用用】】

提出日 年年 月月 日日

（公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク　
　あわ～ず徳島 御中 ＦＦＡＡＸＸ  008888--661111--33332233

MMaaiill：：ssiinnsseeii@@ttookkuu--sscc..ccoomm

◆ 人人間間ドドッックク（（健健康康診診断断含含むむ）） 33,,000000円円

◆ イインンフフルルエエンンザザ予予防防接接種種 11,,000000円円

◆ ススキキルルアアッッププ・・ススポポーーツツ教教室室利利用用 22,,000000円円

◆ 宿宿泊泊 33,,000000円円

◆ ママララソソンン大大会会参参加加 33,,000000円円
（県内のフルマラソン・ハーフマラソンに限る。）

補助額

件 円

＊ コピーしてご利用ください。

受付年月日 検印 処理 担当者

⑨

①

補助名

⑧

③

⑥

⑤

②

④

⑦

給付年月日

合 計

2026 年 度 補 助 金 請 求 書

③ 補助金請求書に必要事項を記入し、領収書（コピー可）は、金額・会員本人の氏名
（フルネーム）・日付・利用内容が明記されているものを添えて送付ください。
※団体受診の場合は、病院からの請求書等、受診者別明細も必要です。

事由
発生日

＊協力施設（徳島検診クリニック・沖の洲病院・松村病院・宮本
病院・さくら診療所）で受診の場合は、精算時に補助額（上限
4,000円）が差し引かれますので、補助金請求の必要はありませ
ん。予予約約時時にに会会員員ででああるるここととをを必必ずずおお伝伝ええくくだだささいい。

下記の事由につき補助金を請求いたします。

④ 請求は、事由発生日以降、60日以内にお願いいたします。

⑤ 奇数月の末日到着までの分については翌月25日にお振込いたします(2ヶ月に1度)。

会員番号会員氏名

① すすべべててのの補補助助はは、、年年度度内内((44月月～～33月月))１１回回にに限限りりまますす。。

② 補助金は入会登録日以降に発生した事由について適用されます。

事業所番号

事業所名

⑩

-22-
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【【ススタタンンダダーードド・・フフレレンンドドリリーー会会員員用用】】  

慶弔共済給付請求方法 
  ■■  給給付付  

   Ｐ26 の（別表）給付事由に基づき給付いたします。 

 

■ 適適用用  

  入会月の翌月 1日以降に発生した事由について適用されます。 

    退会の場合は、退会日の月末をもって効力を失います。 

 

  ■■  請請求求方方法法  
    共済事由が発生した場合は、以下の手続きによりご請求ください。 

① 「あわ～ず徳島 ホームページ」より保険金請求書兼証明書をダウンロードして、ご利

用ください。 

② 保険金請求書兼証明書に必要事項を記入し、事業主の証明印を押印ください。 

（デジタル印も利用可） 

③ 保険金請求書兼証明書と添付書類を、メールまたは郵送にてあわ～ず徳島までご送付
ください。（ＦＡＸ不可） 

※本人死亡・後遺障害保険金・住宅災害の申請をご希望の場合は、あわ～ず徳島宛にメー 

ルやお電話にて直接お問い合わせください。 

 

  ■■  支支給給  

    請求書類を審査決定後、支給決定額を事業所指定登録口座にお振込いたします。 

    （2 ヶ月に 1度） 

    奇数月の末日到着までの分については翌月 25 日にお振込いたします。 

 

■ 支支給給制制限限 

    次に該当する場合は、支給いたしません。 
① 会費滞納者 
② 虚偽があるとき 
③ 効力を有する前、及び失効後に発生した共済事由、又は請求期間を過ぎたもの 
④ 共済事由を証明する書類が添付されていない場合 

 
  ■ そそのの他他  
    ・事由に該当した日以降に請求してください。 
    ・各結婚祝金の基準日は、結婚式の日ではなく、婚姻届を提出、受理された日になります。 
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【【ススタタンンダダーードド・・フフレレンンドドリリーー会会員員用用】】  
    

 ・就学祝金の事由発生は、４月１日となります。 
    ・戸籍謄本等の添付書類は、事由発生後に取得したものを添付してください。 
    ・傷病休業保険金の日数の計算方法等について 

 イ．休業日数の計算は、会社を連続休業・欠勤した日数です。入院日数ではありません。 
     ロ．休業日数は、会社の休業日に関わらず休業・欠勤した日より計算してください。 
     ハ．原則として完治（出勤）後に請求を行ってください。 
     ニ．出産のための休業は対象になりません。 
    ・不慮の事故及び交通事故による障がいの際の１級・２級は、身体障がい者手帳における

１級・２級とは異なりますのでご注意ください。 
    ・住宅災害保険金は、会員が居住している住宅（アパート等を含む）に災害が発生した場

合に支給されます。 
・死亡保険金・重度障害保険金・住宅災害保険金については、給付まである程度の日数を 
要しますのでご了承ください。 

  
 ・なお、上記以外にも別途規定がございます。不明な点がございましたら、あわ～ 

  ず徳島までお問い合わせください。(TEL.088-611-3322) 

 
ああわわ～～ずず徳徳島島会会員員のの該該当当事事由由はは、、ああわわ～～ずず徳徳島島ののパパンンフフレレッットト等等でで記記載載のの事事由由にに限限りりまますす。。  
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公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
徳島勤労者福祉サービスセンター

理事長　石堂　佳子

公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
徳島勤労者福祉サービスセンター
理事長　石堂　佳子

公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
徳島勤労者福祉サービスセンター
理事長　石堂　佳子

石堂　佳子
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公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
徳島勤労者福祉サービスセンター

理事長　石堂　佳子

公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
徳島勤労者福祉サービスセンター
理事長　石堂　佳子

公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
徳島勤労者福祉サービスセンター
理事長　石堂　佳子

石堂　佳子



●申請は

申請専用MAIL：【sinsei@toku-sc.com】
所 　 在 　 地：【〒770 -0942  徳島市昭和町3丁目35 -1  わーくぴあ徳島4F】
Ｆ 　 Ａ 　 Ｘ：【088－611－3323】

●各種申請用紙はホームページよりダウンロードできます。

でお申し出いただけます。
ホームページ



●申請は

申請専用MAIL：【sinsei@toku-sc.com】
所 　 在 　 地：【〒770 -0942  徳島市昭和町3丁目35 -1  わーくぴあ徳島4F】
Ｆ 　 Ａ 　 Ｘ：【088－611－3323】

●各種申請用紙はホームページよりダウンロードできます。

でお申し出いただけます。
ホームページ


